
１ みどりの食料システム戦略推進交付金のうち
◎ グリーンな生産体系加速化事業
「環境にやさしい生産技術」と「省力化に資する先端技術等」を取り入れるなど、グリー
ンな生産体系への転換を加速化するため、農産・畜産の産地に適した技術を検証し、
定着を図る取組を支援。
◎ 有機農業拠点創出・拡大加速化事業
地域ぐるみで生産から消費まで一貫して有機農業を推進する有機農業推進拠点
（オーガニックビレッジ）の創出に向けた取組を支援。

2 ◎オープンイノベーション研究・実用化推進事業
国の重要政策の推進や現場課題の解決に資する研究成果を創出し、社会実装を加
速するため、産学官が連携して取り組む基礎研究や実用化研究を支援。

3 ◎農業農村整備事業
農業の構造転換や国土強靱化等を図るため、農地の大区画化、水田の汎用化・畑地化
等を推進。

4 ◎農業農村整備関連事業（大区画化等加速化支援事業）(新規)
農業構造転換集中対策期間において、法人等の農業者が自ら行う畦畔除去等の
簡易整備による農地の大区画化等の取組を支援。

5 ◎農業農村整備関連事業（農地耕作条件改善事業）
地域の多様なニーズに応じたきめ細かな耕作条件の改善、高収益作物への転換等に
必要な取組等をハードとソフトを組み合わせて支援。

6 ◎農業農村整備関連事業（畑作等促進整備事業）
畑作物・園芸作物を作付けする地域において、畑地かんがい施設の整備、農地の排
水改良等の基盤整備をきめ細かく機動的に支援。

7 ◎農地利用効率化等支援事業
地域計画の目標地図に位置付けられた担い手が、融資を受けて、経営改善に取り組
む場合に必要な農業用機械・施設の導入を支援。

8 ◎地域農業構造転換支援事業
地域の中核となって農地を引き受ける担い手が経営改善に取り組む場合に必要な農
業用機械・施設の導入を支援。

9 ◎集落営農連携促進等事業
地域計画に位置付けられている集落営農の連携・合併による、広域展開での効率的
な生産・販売体制の確立等に向けた取組を支援。

フラッグシップ輸出産地向け優遇措置（R８概算決定時点）
サプライチェーン連結強化プロジェクト
国内の生産事業者と海外の現地販売事業者、両者をつなぐ国内外の商社等で
構成されるコンソーシアムが行う、生産から現地販売までの一気通貫した新たなサプ
ライチェーンの構築に向けた取組を支援。
➤フラッグシップ輸出産地を含むコンソーシアムに優先枠を設置

優先枠の設定 補助上限額の上乗せ
グローバル産地づくり推進事業のうち大規模輸出産地モデル形成等支援事業
地域の関係者が一体となって輸出推進体制を組織化するとともに、海外の規制・ニー
ズに対応するための生産・流通体系の転換に取り組む大規模輸出産地を形成するモ
デル的な取組等を支援。
➤更なる輸出拡大に向け新たな取組を行う場合、補助上限を引き上げて支援

食料システム構築計画のみなし措置
食料システム構築支援タイプ（強い農業づくり総合支援交付金）
食料・農業・農村基本法の改正を踏まえた、食料システムを構築するため、生産から流通に至るまでの課題解決に必要なソフト・ハードの取組を一体的に支援。
➤ フラッグシップ輸出産地における輸出事業計画の認定を受けている者については、事業実施に際して必要となる「食料システム構築計画」の承認を受けたこととみなす

優先採択（ポイント加算等）

※ ◎ 輸出事業計画の認定を受けた者に対する優遇措置（ポイント加算、要件化等）があり、 フラッグシップ輸出産地に対しても優遇措置を設ける事業 〇 それ以外の事業



10 持続的生産強化対策事業のうち
◎ 果樹農業生産力増強総合対策
省力的な樹園地への改植・新植等の取組を支援するほか、産地の構造転換に向け
たモデル実証、気候変動への適応対策等の取組を支援。

◎ 茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進
茶、薬用作物等の地域特産作物について、地域の実情に応じた生産体制の強化、国
内外の需要創出、実需者と連携した産地形成など生産から消費までの取組を総合的
に支援。
◎ ジャパンフラワー強化プロジェクト推進
需要に合わせた安定生産・安定供給に向け、高温障害を回避・軽減する技術、高温
耐性・病害虫抵抗性品種への転換に係る実証や普及活動の取組、花き業界関係者
の情報連携に向けた取組、新たな需要開拓・利用拡大の取組等を支援。
◎ 時代を拓く園芸産地づくり支援
加工・業務用野菜の周年安定供給に向けた、高温、渇水等の影響に対応できる
生産・流通体系の構築、作柄安定技術の導入等の取組を支援。

11 ◎新事業創出・食品産業課題解決調査・実証等事業のうちフードテックビジネス実証事業
民間団体等が行う社会課題の解決につながるフードテックを活用したビジネスモデルの実証、
及びフードテックに取り組む事業者の横展開を図るための情報発信等の取組を支援。

12 ◎食肉流通構造高度化・輸出拡大施設整備事業
畜産農家、食肉処理施設、食肉流通事業者からなるコンソーシアムが作成する計画に基づ
く食肉処理施設の再編等を支援。

13 ◎輸出環境整備推進事業のうち輸出先国規制対応支援事業
輸出拡大に繋がる国際的に通用する認証等の新規取得の取組について支援。

14 ◎食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業
輸出先国等の求める基準・条件等の規制に対応するため、製造・加工、流通等の施
設の新設及び改修、機器の整備に係る経費を支援。

15 ◎米穀周年供給・需要拡大支援事業のうち
業務用米、新市場開拓用米等の安定取引拡大支援のうち、新市場開拓用米の販

   売拡大の取組
ＧＦＰに登録している戦略的輸出事業者と戦略的輸出基地等が連携して、海外の
業務用需要等の新たな市場開拓のための取組を支援。

16 ◎米・米加工品輸出拡大推進事業（新規）
日本産米・米加工品の更なる輸出拡大に向け、進出候補先国・地域の市場リサーチ
や海外需要開拓・定着、海外需要に応える環境整備等の取組を支援。
17 ◎植物品種等海外流出防止・活用推進総合対策事業
海外での品種登録（育成者権の取得）や侵害への対策に必要となる費用を支援。

18 ◎ブランド・ＧＩ推進事業（新規）
地理的表示（GI）や商標等によりブランドを保護・活用するモデル的な取組を支援。

19 ◎森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策のうち森林集約・循環成長対策
のうち林業・木材産業循環成長対策のうち木材需要拡大・木材産業基盤強化対
策
木材需要の拡大及び木材産業の基盤強化等に資する施設整備を総合的に支援。

20 ◎スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート事業
労働生産性の高い農業構造への転換に向けて、スマート農業技術の現場導入とその
効果を高める栽培体系への抜本的な転換等の取組を総合的に支援。

フラッグシップ輸出産地向け優遇措置（R８概算決定時点）
優先採択（ポイント加算等）

※ ◎ 輸出事業計画の認定を受けた者に対する優遇措置（ポイント加算、要件化等）があり、 フラッグシップ輸出産地に対しても優遇措置を設ける事業 〇 それ以外の事業
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